
受付
番号

請　求
年月日

実施機関 所管課 情　報　の　内　容 決定状況

1 令和4年4月7日 市長(福祉部) 高齢福祉課 申請日現在、直近の●●●の認定情報(事務用) 全部開示

2 令和4年4月22日 市長(総務部) 市民課 ●●●●の火葬許可証
部分開示
(個人情報)

3 令和4年4月25日 教育委員会 指導課 教育委員会　●●●●児童虐待の書類
不開示

(文書不存在)

4 令和4年4月25日 市長(福祉部) 高齢福祉課 高齢福祉課　●●●●高齢福祉課にあるすべての書類
部分開示

（個人情報、事務事
業、目的喪失）

5 令和4年4月25日 市長(福祉部) 高齢福祉課 高齢福祉課　●●●●老人虐待の書類
不開示

(存否応答拒否)

6 令和4年5月13日 市長(福祉部) 高齢福祉課 申請日現在、直近の主治医意見書 全部開示

7 令和4年5月18日 市長(福祉部) 社会福祉課
診療報酬明細書
●●●●●●●●●●●●●　令和４年２月分

全部開示

8 令和4年5月24日 市長(福祉部) 社会福祉課

生活保護申請→自己取下げ→（身辺関連）
（申請事由と取下時書類）　　①書類
　　　　　　　　　　　　　　②収入、支出
　　　　　　　　　　　　　　③家族関連

全部開示

9 令和4年6月9日 市長(福祉部) 高齢福祉課
高齢福祉課
　●●●●の個人情報

部分開示
（事務事業・目的喪

失）

10 令和4年6月9日 市長(健康増進部) 国保年金課
●●●●後期高齢者医療被保険者証
　平成27年1月29日再交付申請書
　平成27年2月16日再々交付申請書

不開示
(文書不存在)

11 令和4年6月9日 消防本部 警防課
平成27年2月9日
　●●●●搬送の記録

部分開示
(個人情報)

12 令和4年6月9日 教育委員会 指導課
取手市教育委員会
　●●●●の個人情報

全部開示

13 令和4年6月22日 市長(福祉部) 高齢福祉課 申請日現在存在する●●●●●の認定情報(事務局用) 全部開示

14 令和4年7月6日 市長(福祉部) 障害福祉課 私の精神障害者保健福祉手帳用診断書(最新のもの)
部分開示
(個人情報)

15 令和4年7月7日 市長(福祉部) 障害福祉課 精神障害者保健福祉手帳用診断書（最新のもの）
部分開示
(個人情報)

16 令和4年7月20日 市長(福祉部) 高齢福祉課 申請日現在、直近の主治医意見書の写し 全部開示

17 令和4年8月5日 市長(福祉部) 高齢福祉課 申請日現在、直近の主治医意見書 全部開示
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18 令和4年9月5日 市長(福祉部) 高齢福祉課 申請日現在、直近の主治医意見書の写し 全部開示

19 令和4年9月14日 市長(財政部) 納税課 滞納管理システムに入力した紀録の情報
部分開示

（個人情報、目的喪
失）

20 令和4年9月26日 市長(福祉部) 高齢福祉課
申請日現在、存在する●●●●の「認定調査票」「主治医の意見
書」「認定情報」

全部開示

21 令和4年9月27日 市長(健康増進部) 保健センター 保健センターで受けた健診及び相談の記録 全部開示

22 令和4年9月30日 市長(福祉部) 高齢福祉課 申請日現在、直近の主治医意見書・認定調査票 全部開示

23 令和4年10月5日 市長(福祉部) 高齢福祉課
申請日現在、存在する要介護認定申請書　認定情報・主治医意見
書

部分開示
(個人情報)

24 令和4年10月7日 市長(福祉部) 高齢福祉課 申請日現在、直近の主治医意見書 全部開示

25 令和4年10月14日 市長(福祉部) 高齢福祉課 申請日現在、存在する●●●●の認定情報(事務局用) 全部開示

26 令和4年11月14日 市長(福祉部) 高齢福祉課
申請日現在、直近の認定情報（事務局用）
認定調査票、主治医意見書

全部開示

27 令和4年11月22日 市長(福祉部) 子育て支援課 児童扶養手当の申請時に記さいした子の父の情報 全部開示

28 令和4年12月28日 市長(福祉部) 高齢福祉課 申請日現在、直近の主治医の意見書 全部開示

29 令和5年1月30日 市長(福祉部) 高齢福祉課
申請日現在存在する●●●●●の認定調査票認定情報主治医意見
書

全部開示

30 令和5年2月8日 市長(福祉部) 高齢福祉課 申請日現在、直近の主治医の意見書 全部開示

31 令和5年3月16日 市長(福祉部) 高齢福祉課 申請日現在、直近の主治医の意見書 全部開示

※１ 個人情報等の権利利益を害するおそれがあるものについては、伏せ字で表記しています。
※２ 「情報の内容」の欄は、開示請求者からの請求内容を※１以外は原本のとおり転記しています。
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